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船舶事故調査報告書 

 

   船種船名 引き船 東栄丸      台船 トウエイ１号 

   船舶番号 ２６０－３６６３６沖縄  なし 

   総トン数 １９トン         長さ４５ｍ 

 

   船種船名 プレジャーボート 第三喜久丸 

   船舶番号 ２９６－７８６７沖縄 

   総トン数 １.１トン 

 

   事故種類 衝突 

   発生日時 平成２０年９月２６日 ２３時００分ごろ 

   発生場所 沖縄県那覇市那覇港西方沖 

         神山島灯台から真方位１４５°２.３海里付近 

         （概位 北緯２６°１３.９′ 東経１２７°３６.５′） 

 

 

                      平成２１年１０月２９日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 引き船東栄
とうえい

丸は、船長ほか１人が乗り組み、台船トウエイ１号をえい
．．

航して沖縄県

本部港に向け北北東進中、プレジャーボート第三喜
き

久
く

丸は、船長が１人で乗り組み、

同県那覇港に向けて東北東進中、平成２０年９月２６日（金）２３時００分ごろ、那

覇港西方沖において、東栄丸のえい
．．

航索と第三喜久丸とが衝突し、直後にトウエイ１

号と第三喜久丸とが衝突して、第三喜久丸が転覆した。 
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 第三喜久丸には、操舵室上部などに損傷が生じたが、東栄丸及びトウエイ１号には、

損傷がなく、いずれも死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１１月５日、調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年１１月１７日、１２月５日、８日、平成２１年７月１０日、１３日、

２８日 口述聴取 

平成２０年１１月１８日 現場調査 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、東栄丸（以下「Ａ船」という。）の船長（以下「船

長Ａ」という。）、台船の所有者である株式会社トウエイ（以下「Ａ社」という。）担当

者及び第三喜久丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）の口述

によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか甲板員１人(以下「甲板員Ａ」という。)が乗り組み、投

揚錨作業のための作業員１人（以下「作業員Ａ」という。）を乗船させたトウ

エイ１号（以下「台船」という。）をＡ船の船尾からえい
．．

航し、平成２０年９

月２６日１６時３０分ごろ沖縄県金武中城港中城湾新港を出港し、沖縄島南端

を経由して同県本部港に向かった。 

船長Ａは、直径約６５mm 及び長さ約１７０ｍのナイロン製のえい
．．

航索を使用

し、Ａ船の船尾から台船の後端までの距離が約２５０ｍであるえい
．．

航状態（以

下「Ａ船引船列」という。）としていた。 

船長Ａは、単独で船橋当直につき、甲板員Ａを機関室で作業に当たらせ、  
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２２時４６分ごろ神山島灯台から１６５°（真方位、以下同じ。）３.０海里（Ｍ）

付近で、約０２８°の針路及び機関を回転数毎分（rpm）約４５０とし、潮流

を左舷船首方から受けて、対地針路約０３６°及び対地速力約５.０ノット

（kn）で、レーダーを３Ｍレンジとして作動させ、操舵装置の後方に立ち、自

動操舵により航行した。 

船長Ａは、操舵室上部のマストにマスト灯３個、操舵室上部に舷灯１対、船

尾灯及び引き船灯を表示した。 

しかし、Ａ社は、台船に海上衝突予防法に定められた被えい
．．

航船舶の灯火（以

下「法定灯火Ａ」という。）である舷灯１対及び船尾灯を設備していなかった。 

そのため、船長Ａは、Ａ船が引き船の灯火を表示していれば、法定灯火Ａを

表示していなくても、引船列であることが分かるものと思い、台船の船首両舷

の甲板上の高さ約７ｍのポスト上端に赤色と緑色が交互に点滅する点滅灯２

個、左舷に白色作業灯２個、右舷に白色作業灯１個及び船尾の甲板上の高さ約

１.６ｍのポール上端に白色点滅灯１個（以下「台船灯火」という。）を点灯し

ていた。 

船長Ａは、２２時５０分ごろ神山島灯台から１６０°２.８Ｍ付近において、

左舷前方に２～３隻のマスト灯を視認し、その内の１隻のＢ船が両色灯を見せ

て接近していたので、レーダーでその映像を確認したが、まだ距離があったの

で、いったんその灯火から目を離した。 

船長Ａは、２２時５４分ごろ神山島灯台から１５４°２.５Ｍ付近において、

左舷前方約０.５ＭにＢ船の左舷灯を視認し、その後、方位が左方に変わり、

左舷正横付近となったので、Ｂ船が台船の後方を通過するものと思った。 

船長Ａは、左舷灯を見せたＢ船が、Ａ船の左舷正横約０.２５Ｍを通過した後、

台船の後方を通過するように見えたので、えい
．．

航索や台船をサーチライトによ

り照射するなどして注意喚起信号を行わなかった。 

船長Ａは、レーダーを０.２５Ｍレンジに切り替えたとき、Ｂ船の映像がえい
．．

航索から０.１２５Ｍのところに接近していることに気付き、Ｂ船が左舷後方

で急にえい
．．

航索に向けて左転したので、船尾甲板の作業灯を点灯して注意を喚

起したが、汽笛を装備していなかったので、警告信号を行わなかった。 

Ａ船引船列は、２３時００分ごろ、神山島灯台から１４５°４,２００ｍ付近

において、Ａ船引船列のえい
．．

航索とＢ船とが衝突し、間もなく台船の前部とＢ

船とが衝突した。 

船長Ａは、Ｂ船の左舷灯が見えなくなったので、えい
．．

航索とＢ船が衝突した

ものと思い、機関を中立にして左回頭しながら、サーチライトで海面を照射し

ていたとき、海中に転落した船長Ｂの声が聞こえたので救助した。 
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台船の休憩室で休んでいた作業員Ａは、接近してきたＡ船に気付き、転覆し

たＢ船を見て初めて衝突に気付いた。 

船長Ａは、２３時１０分ごろ海上保安庁に携帯電話で事故の通報を行った。 

  (2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、平成２０年９月２６日１５時００分ごろ

那覇港を出港し、同港西方約５Ｍのクエフ島南方沖で釣りを行い、２２時３０

分ごろ釣りをやめて那覇港に向けて帰途についた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用せずに操縦席で立って手動操舵に当たり、全周灯

１個及び両色灯１個を表示し、ＧＰＳプロッターを作動させ、左舷側から潮流

の影響を受けながら約７.０kn の速力で東進した。 

船長Ｂは、２２時５０分ごろ、神山島灯台から１７５°２.０Ｍ付近において、

船首方向に北進中のＡ船のマスト灯３個を視認したが、えい
．．

航中の船舶が表示

する灯火であることを知らなかったので、単独で航行しているものと思い込み、

また、台船灯火が暗いか、那覇港付近の陸上灯火に紛れて見えにくかったもの

か、台船灯火を視認することができなかったことから、Ａ船が台船をえい
．．

航し

ていることに気付かなかった。 

船長Ｂは、那覇港新港第１防波堤北灯台（以下「第１防波堤北灯台」という。）

の灯光を船首目標として航行していたとき、２２時５７分ごろ、神山島灯台か

ら１５３°２.１Ｍ付近において、Ａ船の方位が右舷前方から船首方に変化し

たので、Ａ船の後方を約２００ｍ隔てて通過するつもりで、いったん針路を右

に転じ、Ａ船の左舷後方を通過した後、再び第１防波堤北灯台の灯光を船首方

に見ようとして左転し、船首が約０６２°に向いたとき、Ａ船引船列のえい
．．

航

索に向けて航行する状況となった。 

船長Ｂは、２３時００分ごろ、神山島灯台から１４５°４,２００ｍ付近にお

いて、えい
．．

航索がＢ船の船底を通過して船尾部の船外機と衝突し、異音を発し

て速力が落ちたので、クラッチを中立にして間もなく、Ｂ船の右舷側と台船の

前部とが衝突し、Ｂ船が右舷側に転覆した。 

船長Ｂは、転覆したＢ船の船体から脱出して浮上し、引き返して来たＡ船に

救助された。 

船長Ｂは、Ａ船に救助されたとき、Ａ船の船尾が明るく、台船の前部にある

休憩室付近に小さな明かりがあるのが見えたが、他の台船灯火は見えなかった。 

 

本事故の発生日時は、平成２０年９月２６日２３時００分ごろで、発生場所は、神

山島灯台から１４５°２.３Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ Ａ船の状況、写真２ 台船の状況（台船左舷側） 
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参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

両船とも死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

船長Ａ及び船長Ｂの口述並びにＢ船の損傷写真によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船及び台船 

損傷はなかった。 

(2) Ｂ船 

操舵室上部及び船内外機のアウトドライブが損傷した。 

   （写真３ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

船長Ａ 男性 ４７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成７年１０月１８日 

免許証交付日 平成１７年１０月１３日 

             （平成２２年１０月１７日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ６７歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６２年４月１０日 

免許証交付日 平成１７年６月２８日 

             （平成２２年６月２７日まで有効) 

(2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

①  主な乗船履歴 

１８歳のころから、貨物船や引き船などに甲板員として乗船し、免許取得

後に引き船の船長職につくようになった。１０年前から台船をえい
．．

航して事

故発生海域付近を航行していた。平成２０年４月にＡ社に入社したが、入社

前からＡ船の船長又は一等航海士として乗り組んでいた。Ａ社に入社後は、

Ａ船の一等航海士又は甲板員として乗り組んでいたが、事故の２日前に本来

の船長が休暇下船したので、臨時に船長職についた。 
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② 健康状態 

健康状態は良好で、視力は裸眼で右０.６左０.７、矯正で両眼とも１.２で、

聴力は正常であった。事故当日０８時から１６時ごろまで荷下ろし作業が 

あったが、陸上の作業員が行い、その間は船内で休息をとることができたの

で、疲労や眠気はなかった。 

船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

昭和６２年ごろから知人の小型船を操縦していた。平成８年に船外機付き

のＦＲＰ船を購入し、操縦して釣りに出かけていた。平成１７年ごろからＢ

船の船舶所有者から管理を行うことを条件にＢ船を借り受けた。Ｂ船で月に

８回程度釣りに出かけており、夜間航行は２０回程度経験していた。 

② 健康状態 

健康状態は良好で、視力正常であるが、左耳がよく聞こえない状態である。 

   ③ 救命胴衣 

救命胴衣は、着用していなかった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目  

(1) Ａ船 

     船 舶 番 号  ２６０－３６６３６沖縄 

     船 籍 港  沖縄県浦添市 

     船舶所有者  Ａ社 

     総 ト ン 数  １９トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １７.１５ｍ×５.２０ｍ×１.９０ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ６６９kＷ（連続最大） 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

     用    途  引き船兼交通船 

     航 行 区 域  限定沿海区域 

     進 水 年 月  平成９年２月 

(2) 台船 

     船舶所有者  Ａ社 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ４５.００ｍ×１７.００ｍ×３.２０ｍ 
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     船    質  鋼 

(3) Ｂ船 

     船 舶 番 号  ２９６－７８６７沖縄 

     船 籍 港  沖縄県那覇市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  １.１トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ７.３５ｍ×２.０１ｍ×０.７６ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関（船内外機）１基 

     推 進 器  プロペラ１個 

     出    力  ３８ｋＷ（連続最大） 

     航 行 区 域  限定沿海区域 

     進 水 年 月  昭和６０年１１月 

     用    途  小型兼用船 

 

2.5.2 船舶検査等 

(1) Ａ船 

Ａ船の船舶検査証書の有効期間は、平成２１年５月１日までであった。 

船長Ａ及びＡ社担当者の口述によれば、Ａ社は、事故の約１年前にＡ船及

び台船を購入したが、購入後も船長Ａをそのまま乗船させていた。船長Ａは、

Ａ船がＡ社に購入される前、Ａ船の汽笛が故障したので取り外した。汽笛を

取り外した当時は、簡易エアーホーンを備えていたが、事故当時はそれも備

えていなかった。船舶安全法に基づく臨時検査を受けなかった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船の船舶検査証書の有効期間は、平成２０年７月１日までとなっていた。

また、動力漁船登録票の検認届出期間は、平成２０年８月２４日までとなっ

ており、事故当時は、いずれも有効期間が満了していた。 

船長Ｂの口述によれば、Ｂ船を使用するに当たり、Ｂ船の船舶所有者から

検査を受けるように言われていたが、遊漁船として釣り客を乗せるつもりは

なかったので、動力漁船登録票があればよいものと思っていた。動力漁船登

録票の検認は、次回検認期日のスタンプが薄くて見えにくく、検認期日を経

過していることに気付かなかった。 

   

2.5.3 積載状態 

(1) Ａ船引船列 
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船長Ａの口述によれば、Ａ船の喫水は、船首１.２０ｍ、船尾２.８５ｍで

あり、台船は積荷がなく、喫水は、船首１.２０ｍ、船尾０.８０ｍであった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、Ｂ船の喫水は、船首０.４０ｍ、船尾０.６０ｍで

あった。 

 

2.5.4 設備、性能等 

船長Ａ及び作業員Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船には、ＧＰＳプロッター、レーダーが装備され作動中であった。汽笛

が故障したため、取り外していたので、事故当時、汽笛を設備していなかっ

た。汽笛が高価だったので、取り付けずにそのままにしていた。このことを

Ａ社に報告していなかった。汽笛を取り外していたほかは、船体、機関及び

機器類に不具合又は故障はなかった。 

(2) 台船 

① 台船には、法定灯火Ａを設備せず、台船灯火として、船首両舷にある係

船機上方に白色作業灯計３個、船首両舷にある甲板上の高さ約７ｍのポス

ト上端にソーラーシステムの赤色及び緑色が交互に発光する点滅灯（発光

時間０.３６秒、視認距離約５００ｍ）及び船尾にある高さ約１.６ｍの 

ポール上端に乾電池内蔵の白色点滅灯（４秒１閃、発光時間０.４秒、光達

距離約２.０km）を設置して点灯していた。 

しかし、点滅灯の製造者のカタログには、点滅灯を法定灯火Ａとして代

用することができない旨の記載がなかった。 

② 台船灯火については、船首両舷係船機上方の白色作業灯は、１８時ごろ

手動で点灯し、両舷ポスト上端の交互点滅灯及び船尾ポール上端の白色点

滅灯は、夜間自動点灯式であった。また、船尾の白色点滅灯の乾電池は、

点灯具合を確認して交換していた。 

(3) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ＧＰＳプロッターが装備されていたが、レーダーは装備されていなかった。

事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐 

(1) 事故現場の東南東約９km に位置する沖縄気象台における観測値は、次の 
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とおりであった。 

２６日２３時 風向 東北東、風速 ３.７m/s、気温 ２８.２℃、 

    降水量 ０ 

(2) 海上保安庁の潮汐表によれば、那覇港における事故当時の潮汐は、低潮時

であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

   (1) 船長Ａの口述によれば、天気晴れ、風向東北東、風力３、視程約１０Ｍで、

潮流は南東流であった。 

   (2) 船長Ｂの口述によれば、天気晴れ、風向東北東、風力３、視程約１０Ｍで、

潮流は南西流であった。 

 

2.6.3 那覇港西方における潮流 

九州沿岸水路誌には、那覇港西方における海象は、次のとおり記載されている。 

自謝加瀬・干ノ瀬の西方では、上げ潮流は、高潮の約３時間前から低潮の約３時

間前まで北北東へ、下げ潮流は、低潮の約３時間前から高潮の約３時間前まで南南

西へ流れ、高潮・低潮のころ最強流速となる。 最強流速は、自謝加瀬・干ノ瀬の西

方では、上げ・下げ潮流とも１～２kn である。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船引船列 

① Ａ船引船列は、２２時４６分ごろ、神山島灯台から１６５°３.０Ｍ付近

において、約０２８°の針路及び約５.０kn の速力で航行した。 

② 船長Ａは、２２時５０分ごろ、神山島灯台から１６０°２.８Ｍ付近にお

いて、左舷船首７９°１.０Ｍ付近にＢ船の右舷灯を視認し、２２時５４分

ごろ、神山島灯台から１５４°２.５Ｍ付近において、左舷船首８５°０.６

Ｍ付近にＢ船の左舷灯を視認しており、Ｂ船の方位が左方に変化していた。 

③ 船長Ａは、左舷灯を見せたＢ船がＡ船引船列の後方を通過するものと判

断し、Ａ船の左舷正横約０.２５Ｍを通過した後、台船の後方を通過するよ
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うに見えたので、えい
．．

航索や台船をサーチライトにより照射するなどして

注意喚起信号を行わなかった。 

④ 船長Ａは、レーダーでＢ船の映像がえい
．．

航索から０.１２５Ｍのところに

接近し、Ｂ船がえい
．．

航索に向けて左転したので、船尾の作業灯を点灯して

注意を喚起したが、汽笛不装備で警告信号は行うことができなかった。 

⑤ Ａ船引船列のえい
．．

航索とＢ船とが衝突し、間もなく台船の前部とＢ船と

が衝突した。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、クエフ島付近を発進した後、約７.０kn の速力で那覇港に向け

て南東進した。 

② 船長Ｂは、那覇港に接近したところで、第１防波堤北灯台の灯光に向け

て航行中、２２時５０分ごろ、神山島灯台から１７５°２.０Ｍ付近におい

て、右舷船首５９°１.０Ｍ付近にＡ船のマスト灯３個を視認した。 

③ 船長Ｂは、２２時５７分ごろ、神山島灯台から１５３°２.１Ｍ付近にお

いて、右舷船首５１°０.３Ｍ付近に接近したＡ船の灯火の方位が左方に変

化していたので、Ａ船の後方を約２００ｍ隔てて通過しようとして右転し

た。 

④ 船長Ｂは、Ａ船の左舷後方を通過した後、再び船首を第１防波堤北灯台

の灯光に向けようとして左転し、針路を約０６２°として間もなく、Ｂ船

がＡ船引船列のえい
．．

航索の上を通過し、Ｂ船船尾の船外機とえい
．．

航索とが

衝突した。 

    ⑤ 船長Ｂは、船外機から異音が発したことに気付き、クラッチを中立にし

て間もなく、Ｂ船の右舷側と台船の前部とが衝突し、Ｂ船が右舷側に転覆

した。 

 

3.1.2 衝突日時及び場所 

２.１から、衝突日時は、平成２０年９月２６日２３時００分ごろで、衝突場所は、

神山島灯台から１４５°２.３Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況    

２.１及び 3.1.1 から、Ｂ船は、針路約０６２°として航行中、Ａ船引船列のえい
．．

航索の上を通過した後、Ｂ船船尾の船外機とえい
．．

航索とが衝突した後、停止したＢ

船と台船の前部とが衝突し、Ｂ船が右舷側に転覆したものと考えられる。 
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３.２ 衝突の要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員 

２.４(1)から、船長Ａ及び船長Ｂは、いずれも適法で有効な操縦免許証を

有していた。 

(2) 船舶 

① Ａ船 

2.5.4(1)から、汽笛が故障したため、取り外されていたほかは、事故当

時、Ａ船の船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考え

られる。 

なお、長さが１２ｍ以上のＡ船は、海上衝突予防法第３３条第１項の規

定により、汽笛を備えなければならず、また、汽笛を取り外した場合は、

船舶安全法第５条第２項の規定により、臨時検査を受けなければならかっ

た。 

② Ｂ船 

2.5.4(3)から、事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな

かったものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

２.６から、天気晴れ、風向東北東、風力３、視界は良好で、潮汐はほぼ低潮時に

あたり、那覇港西方沖では約１kn の南南西流があったものと考えられる。 

 

3.2.3 灯火の表示状況 

２.１及び 2.5.4 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船  

船長Ａは、操舵室上部のマストにマスト灯３個、操舵室上部に舷灯１対、

船尾灯１個及び引き船灯１個を表示していた。 

(2) 台船  

① Ａ社は、法定灯火Ａを設備していなかった。 

なお、Ａ社は、事故後に法定灯火Ａを設備した。 

② 船長Ａは、Ａ船にマスト灯３個を表示していれば、法定灯火Ａを表示し

ていなくても、他船に引船列であることが分かるものと判断していた。 

③ 船長Ａは、台船灯火を点灯していた。また、台船の船首両舷のポスト上

端に赤色と緑色が交互に発光する点滅灯及び船尾の白色点滅灯は、夜間自

動点灯式で、両舷の白色作業灯は、手動で点灯していた。 
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(3) Ｂ船 

船長Ｂは、全周灯１個及び両色灯１個を表示していた。 

 

3.2.4 見張り等の状況に関する解析 

(1) Ａ船 

２.１(1)から、次のとおりであった。 

① 船長Ａは、２２時５４分ごろ、神山島灯台から１５４°２.５Ｍ付近にお

いて、左舷前方約０.５ＭにＢ船の左舷灯を視認し、その後、Ａ船から見る

Ｂ船の方位が左方に変化したので、Ｂ船が台船の後方を通過すると判断し

たものと考えられる。 

② 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の左舷正横約０.２５Ｍを通過した後、台船の後方

を通過するように見えたので、えい
．．

航索や台船をサーチライトにより照射

するなどの注意喚起信号を行わなかったものと考えられる。 

③ 船長Ａは、レーダーを０.２５Ｍレンジに切り替えてＢ船の映像を確認し

たとき、Ｂ船がえい
．．

航索の方向に接近しているのに気付き、左舷後方にい

たＢ船がえい
．．

航索に向けて左転したことを視認したものと考えられる。 

④ 船長Ａは、汽笛が故障して取り外していたため、警告信号を行うことが

できなかったが、警告信号を行っていれば、船長Ｂが何らかの異常に気付

き、衝突を回避することができた可能性があると考えられる。 

(2) Ｂ船 

２.１(2)及び 2.5.4(2)から、次のとおりであった。 

① 船長Ｂは、Ａ船のマスト灯３個を視認したが、それがえい
．．

航している動

力船の灯火であることを知らなかったので、Ａ船が単独で航行しているも

のと判断していたものと考えられる。 

② 船長Ｂは、Ａ船の後方を通過することに意識を集中していたこと、及び

法定灯火Ａが表示されていなかったので、台船がえい
．．

航されていることに

気付かなかったものと考えられる。 

③ 船長Ｂは、台船灯火の発光時間が短く、視認距離などが２km 以下であり、

那覇港付近の陸上灯火に紛れていたため、台船灯火を視認することができ

なかった可能性があると考えられる。 

 

3.2.5  事故発生に関する解析 

２.１、2.5.4 及び 3.2.1～3.2.4 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船引船列 

① Ａ社は、法定灯火Ａを設備していなかったものと考えられる。 
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② 船長Ａは、Ａ船にマスト灯３個を表示していれば、法定灯火Ａを表示し

ていなくても、他船から引船列であることが分かるものと判断していたも

のと考えられる。 

③ 船長Ａは、台船灯火を点灯していたものと考えられる。しかし、台船灯

火のうち点滅灯は、発光時間及び視認距離が短くて視認しにくい上に、Ｂ

船からは台船灯火が那覇港付近の陸上灯火に紛れていたことから、台船灯

火を視認することができなかった可能性があると考えられる。 

④  船長Ａは、Ｂ船が台船の後方を通過するものと判断していたので、Ｂ船

に対し、えい
．．

航索や台船をサーチライトにより照射するなどして注意喚起

信号を行わなかったものと考えられる。 

⑤   船長Ａは、Ｂ船がＡ船の左舷正横付近を通過した後、左舷後方のＢ船が

えい
．．

航索に向けて左転したことを視認したものの、汽笛が故障して取り外

していたため、警告信号を行うことができなかったものと考えられる。 

  なお、船長Ａは、汽笛が故障したときには、Ａ社に報告し、修理又は交

換するなどして、いつでも使用できる状態にしておかなければならない。 

 (2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、Ａ船のマスト灯３個を視認したが、えい
．．

航している動力船の

灯火であることを知らなかったので、Ａ船が単独で航行していると判断し

たものと考えられる。 

② 船長Ｂは、Ａ船が単独で航行しているものと判断し、Ａ船の後方を通過

することに意識を集中していたこと、及び法定灯火Ａが表示されていなか

ったため、台船に気付かなかったものと考えられる。 

③ 船長Ｂは、えい
．．

航されている台船に気付かなかったため、Ａ船の左舷後

方を通過した後、左転し、Ａ船引船列のえい
．．

航索に向けて航行することに

なったものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、夜間、那覇港西方沖において、Ａ船引船列が北北東進中、Ｂ船が東北東

進中、Ａ船引船列が、法定灯火Ａを表示せずに航行し、また、Ｂ船が、Ａ船引船列を

単独で航行しているＡ船と判断したため、Ａ船の後方を通過しようとして、Ａ船引船

列とＢ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

Ａ船引船列が法定灯火Ａを表示していなかったのは、Ａ社が法定灯火Ａを設備して
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いなかったこと、及び船長Ａが、Ａ船にマスト灯３個を表示していれば、法定灯火Ａ

を表示していなくても、他船から引船列であることが分かるものと判断していたこと

によるものと考えられる。 

Ｂ船がＡ船引船列を単独で航行しているＡ船と判断したのは、船長Ｂが、Ａ船のマ

スト灯３個を視認した際、それが船舶その他の物件をえい
．．

航している船舶の灯火であ

ることを知らなかったこと、及び法定灯火Ａが表示されていなかったことによるもの

と考えられる。 



 - 15 -

 

付図１ 推定航行経路図 
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事故後に設置した左舷灯 

台船の船 首

マスト灯 

写真１ Ａ船の状況 

写真２ 台船の状況（台船左舷側） 
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写真３ Ｂ船の損傷状況 

船尾部の損傷

操舵室上部の損傷 




